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聖籠町告示第１７号 

 聖籠町地域包括支援センター設置運営要綱を次のように定める。  

  平成３１年３月６日 

聖籠町長 西脇 道夫   

   聖籠町地域包括支援センター設置運営要綱  

 （目的） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター

（以下「センター」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定

め、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援

助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的

に支援することを目的とする。  

 （センターの名称等）  

第２条 センターの名称、所在地及び担当地域は、次のとおりとする。  

 （１） 名称  聖籠町地域包括支援センター  

 （２） 所在地 聖籠町大字諏訪山８２５番地  

 （３） 担当地域 町内全域 

 （事業の内容） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。  

 （１） 法第１１５条の４５第２項第１号に規定する総合相談支援      

事業 

 （２） 法第１１５条の４５第２項第２号に規定する権利擁護事業  

 （３） 法第１１５条の４５第２項第３号に規定する包括的・継続

的ケアマネジメント支援事業  

 （４） 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第一号介護

予防支援事業 

 （５） 法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業  

 （６） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業  

 （職員の配置） 

第４条 センターに次に掲げる専門職員を置く。  
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（１） 保健師又はこれに準ずる者  

（２） 社会福祉士又はこれに準ずる者  

（３） 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者  

２ 前項に掲げる職員のほか、センターの運営に必要が生じた場合は、

その他の職員を置くことができる。  

 （運営時間） 

第５条 センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。ただし、町長が必要と認め

るときは、これを変更することができる。  

 （１） 土曜日及び日曜日 

 （２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日 

 （３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日  

 （職員の秘密保持）  

第６条 センターの職員は、利用者及びその世帯のプライバシーを尊

重し、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後においても同様とする。  

 （関係機関との連携）  

第７条 センターの職員は、事業の実施に当たっては、各種サービス

事業者等との密接な連携を図るよう努めるものとする。  

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定め

る。 

附 則  

 この告示は、告示の日から施行する。  

 

 

 


